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※１：指定した路線（耐震診断義務化路線） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※２：一定以上の高さ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※昭和 56年 5月 31 日以前に工事に着手した建築物が対象となります。 

道路を閉塞させる住宅・建築物 
※多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある住宅・建築物 

 前面道路幅員が１２m を超える場合 
 

幅員の 1/2 に建築物から道路境界線 X を 

加えた高さを超える建築物 

X 

：重点路線

※埼玉県が緊急輸送道路のうち特に重要となる

路線を「重点23路線」として選定した路線

（さいたま市内11路線）

：重点路線のうち

耐震診断義務化路線

※重点路線のうち「さいたま市建築物耐震改修

促進計画」で指定した路線

・高速埼玉新都心線

・高速埼玉大宮線

・東北自動車道

・東京外環自動車道

・国道16号

・国道17号新大宮バイパス

・国道17号上尾道路

・国道122号/122バイパス

①国道17号

②国道463号/463号バイパス 耐震診断
/ 新見沼大橋有料道路 義務化路線

③さいたま川口線/さいたま菖蒲線

（第二産業道路）


